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メンタルヘルスの体制づくり
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Agenda

メンタルヘルスの必要性
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メンタルヘルスとは・・・

「健康とは、単に疾病がなく、虚弱でない
ということだけではなく、身体的にも、
精神的にも社会的に良好な状態をいう」

「メンタルヘルスとは、

すべての個人が自らの可能性を認識し、

生命の通常のストレスに対処し、 

生産的かつ効果的に働き、

コミュニティに貢献することができる

健全な状態」

世界保健機関（WHO）
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働く人の半数以上が職業生活のストレスを抱えている。
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引用：厚生労働省 労働安全衛生調査

14 次防の⽬標
（2027年までに50%未満）
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注：自殺には未遂を含む

［件］
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(出典：厚生労働省：精神障害等の労災補償状況）

精神障害等の労災補償請求は増加している。
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精神障害等の労災支給決定件数のうち、対人関係やパワ
ハラに関するもので全体の1/3を占める。

仕事の量・質

22%

対人関係

13%

事故や災害の体験

16%
特別な出来事

10%

セクシャルハラスメント

10%

仕事の失敗、過重な責任の発生等

5%

役割・地位の変化等
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パワーハラスメント

20%
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労災請求における
出来事別
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N=629

・(ひどい)嫌がらせ、いじめ、暴行

・上司・同僚とのトラブル

出典：厚生労働省：精神障害に関する事案の労災補償状況

上司等からの身体的攻

撃、精神的攻撃等
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全国の労働相談コーナーにおいても「いじめ・
嫌がらせ」の相談は高い傾向が続いている。
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参照：厚生労働省「個別労働紛争解決制度施行状況」
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・2010年代以降のVUCA：労働環境のめまぐるしい変化、

情報量の多さ、競争激化、

そのスピードに適応する困難さ

・労働人口の減少に伴う人的サポート不足

メンタルヘルスの必要性

＊VUCA（Volatility:変動性、Uncertainly:不確実性、complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性

「生産性」に加えて「人間性」「Well-being」が求めら
れる時代に対応する
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メンタルヘルスの体制づくり
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事業場の心の健康づくり計画の策定の流れ
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セルフケア ラインケア

産業保健スタッフによるケア 事業場外資源によるケア

４つのケアの推進

心の
健康づくり

計画
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事業場の心の健康づくり計画の策定の意味
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• 事業者としての意思表明

• 役割、対応の手順・ルールの明確化 

• 公平性、公正性の保証 

• 取り組みの継続性 

• 「仕組み」の整備と周知

心の健康づくり計画を推進すること自体が
従業員のメンタルヘルス向上に 繋がる可能性がある！
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心の健康づくり計画策定のポイント

① 目的、目標の明確化

② 職場の実態を踏まえた計画

③ 無理な計画を立てない。できることから取り組む

④ 定期的に実行状況を評価し、計画を見直す 

⑤ 文書化して誰でも見られるように 

⑥ 全体の計画＋部門ごとに具体的事項の検討
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４つのケアとは？ 労働者の心の保持増進のための指針
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平成１２年（労働省）： 「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」

平成１８年（厚生労働省）：上記指針が労働安全衛生法に定められた義務指針となる

セルフケア・・・活動の基礎

いつもと違う自分への気づき

ラインケア・・・活動の中心

いつもと違う部下への気づき、職場環境改善

産業保健スタッフによるケア

社内教育の実施、職場環境改善支援

セルフケア、ラインケアの支援と対応

事業場外資源によるケア

ネットワークの形成

職場復帰支援、情報提供、外部サービス

４つのケアの推進
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労働者の心の保持増進のための指針
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平成１２年（労働省）： 「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」

平成１８年（厚生労働省）：上記指針が労働安全衛生法に定められた義務指針となる

セルフケア・・・活動の基礎

いつもと違う自分への気づき

ラインケア・・・活動の中心
いつもと違う部下への気づき

産業保健スタッフによるケア

社内教育の実施と社内ネットワーク

事業場外資源によるケア

ネットワークの形成

職場復帰支援、情報提供、外部サービス

４つのケアの推進
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職場においてラインケアが重要な理由
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①日常的な変化に気づきやすい立場である

②仕事で困っている人を助けられるのは上司

③上司の小さな言動が部下のやる気に大きな影響を与える
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Agenda

メンタルヘルスの基礎知識
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NIOSHの職業ストレスモデル：ストレスチェックは
このモデルをもとに作成されている。
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職場のストレス要因
職場環境

人間関係、対人責任性

方針・目標の不明確さ

職務範囲の不明確さ

役割上の葛藤

仕事の裁量権の少なさ

仕事の量的負荷と変動性

仕事の質的負荷

仕事の将来の不安

交代勤務

個人的要因
年齢・性別・性格

身体的条件・能力

生活経験

仕事外の要因
家族・家庭からの要求

家族の健康状態

緩 衝 要 因
社会的支援（上司・同僚・家族）

快適な職場環境

ス
ト
レ
ス
反
応

!
身
体
・
心
理
・
行
動
)

疾
病
!
ス
ト
レ
ス
関
連
疾
患
)
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親しい人との死別･別離等

仕事上の過重・トラブル 等

＊心理社会的なもの以外に物理的なもの（暑熱等、化学的なもの（酒･タバコ等）、生物学的なもの（細菌・ウィルス・花粉等）
もストレッサーとなりうる。

家族の病気やケガ等

人間関係のトラブル 等退職・失職・転職・転勤・栄転・昇
進 等

金銭上の問題（借金･収入減少等）

職場の

ストレス要因

職場外の

ストレス要因

心理社会的なストレッサー（ストレス要因）
は職場とそれ以外のものに分類される。
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ストレス反応は心理面、
身体面、行動面に現れる。
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活力の低下

心理面

イライラ感・不安感

だるい・疲れやすい 頭 痛よく眠れない 食欲が低下

身体面

酒やタバコの摂取量が増える 仕事の能率が落ちる 遅刻や早退、有休が増える

行動面

食事の量が増えるまたは減る

抑うつ感
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ストレス反応が継続すると段階を経て
ストレス関連疾患へ移行するおそれがある。
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良
好

悪
化

体調

「疲れたな ・ 面白くないな」という
ような危険信号が「からだ」「こころ」

から発せられる。

・イライラしたり、肩こりがする。

・ミスが多くなる。

警告期

抵抗期

軽い興奮がおこり、いつもより好調に
感じたり、逆に脱力感に陥ったりする。

・ゆっくり眠れない。
・食欲がない。

・仕事の段取りが付かない。

ひはい期

電池が切れるように踏ん張りが
きかなく、自分の力では

どうしようもなくなる。

・おっくうで何にもする気がおこらない

・集中力がなくなる

危険！！

ちょっと変か

な・・・？

いつもどお

り
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不調の早期発見と対応
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日ごろから部下に気を配り、変化や問題
に早く気づくことが大切

日ごろからのあいさつやコミュニケーションが
大切

部下の悩みや相談などに耳を傾けること
が大切

声かけ

気配り・気づき

話を聴く

つなげる・協力 早めに専門家に相談して、協力しあうことが
大切

快適な職場づくりのステップ
＼ラインケアで

求められる／

©© 2024 Wholwell. LLC

日常的な声かけ・関係づくりのポイント
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尊敬、信頼、共感、協力の態度

結果よりもプロセス、ヨイ出し

あいさつ

感謝を伝える
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日ごろから部下に気を配り、変化や問題
に早く気づくことが大切

日ごろからのあいさつやコミュニケーションが
大切

部下の悩みや相談などに耳を傾けること
が大切

声かけ

気配り・気づき

話を聴く

つなげる・協力 早めに専門家に相談して、協力しあうことが
大切

快適な職場づくりのステップ
＼ラインケアで

求められる／
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「いつもと違う」部下に気づく
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部下の変化に気づく 着目するポイントは？

平均的な
姿からのズレ

◇その人が所属する職場集団の平均的な姿からのズレ

◇その人がそれまでに示してきた通常の行動様式からのズレ

気づいたらまず声をかける！
何もアクションしないのは、気づいていないのと同じ！
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早期発見のためのチェックポイント
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身の回りに変化が起こった人は要注意！
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早期発見のためのチェックポイント

け
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「ケチな飲み屋サイン」に気づこう

欠勤

遅刻、早退ち
泣き言を言うな
能率の低下の

ミス、事故み

辞めたいと言い出すや

『人事・総務担当者のためのメンタルヘルス読本』鈴木安名 (財)労働科学研究所出版部©© 2024 Wholwell. LLC
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日ごろから部下に気を配り、変化や問題
に早く気づくことが大切

日ごろからのあいさつやコミュニケーションが
大切

部下の悩みや相談などに耳を傾けること
が大切

声かけ

気配り・気づき

話を聴く

つなげる・協力 早めに専門家に相談して、協力しあうことが
大切

快適な職場づくりのステップ
＼ラインケアで

求められる／
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部下からの相談への対応
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指示・命令モードではなく傾聴モードで！

・声かけを惜しまない  ・聴き役に徹する

・共感的態度で接する ・批判はひかえる

・結論を急がない ・助言をあせらない

・プライバシーに配慮する

（特に相談内容が悩みや体調不良の場合）
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日ごろから部下に気を配り、変化や問題
に早く気づくことが大切

日ごろからのあいさつやコミュニケーションが
大切

部下の悩みや相談などに耳を傾けること
が大切

声かけ

気配り・気づき

話を聴く

つなげる・協力 早めに専門家に相談して、協力しあうことが
大切

快適な職場づくりのステップ
＼ラインケアで

求められる／
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産業保健・心の相談の窓口例
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神奈川産業保健総合支援センター メンタルヘルス対策支援事業：事業主や産業保健スタッフの相談受付

https://www.kanagawas.johas.go.jp/publics/index/5/

地域産業保健センター

労働者数50人未満の小規模の事業者や小規模事業場で働く人を対象として、労働安全衛生法で定められた保健指

導等の産業保健サービスを無料で提供

https://www.kanagawas.johas.go.jp/publics/index/66/

横浜労災病院 勤労者メンタルヘルスセンター

https://yokohamah.johas.go.jp/medical/mhc/index.html

働く人の「こころの耳電話相談」 TEL 0120-565-455

自治体のこころの相談窓口(右表)
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快適な職場づくりのステップ
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日ごろから部下に気を配り、変化や問題に早く気づく

日ごろからのあいさつやコミュニケーション

部下の悩みや相談などに耳を傾ける

声かけ

気配り・気づき

話を聴く

つなげる・協力 早めに専門家に相談して、協力しあうことが大切

＼ラインケアで
求められる／
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l尊敬と信頼の態度で接する

l共感と傾聴

l加点＋ヨイところを見つける ↔ 減点＋ダメ出し

l失敗は学びのチャンスと心得る

l Iメッセージで（私を主語にして）伝える

l感謝を惜しまなく伝える
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心が楽になる！自分と他者との勇気づけコミュニケーション

参照：岩井俊憲著「勇気づけの心理学 増補・改訂版」2011

ウェルビーイングな職場づくり
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